
議
会
事
務
局
告
示
第
一
号 

広
島
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
月
五
日 

広
島
県
議
会
議
長 

平 
 

田 
 

修 
 

己 
 

 
 
 

広
島
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

広
島
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程
（
平
成
十
八
年
議
会
事
務
局
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
二
条
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
別
記
様
式
第
二
十
号
の
二
に
よ
る
情
報
提
供
等
記
録
訂
正

実
施
通
知
書
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中 

「 
 

 
 

(4) 
 個
  

人
  

情
  

報
  

記
  

録
  

項
  

目
 

 

基
 

本
 

的
 

事
 

項
 

識
別
番
号
等
 

 
 

 

」 

 
氏
 
名
 

 
 

 

性
 
別
 

 
 

 

生
年
月
日
・
年
齢
 

 
 

 

住
 
所
 

 
 

 

電
話
番
号
 

 
 

 

本
籍
・
国
籍
 

 
 

 

そ
の
他
 
 

 
 

 

心身の状況
 

健
康
状
態
・
病
歴
 

 
 

 

障
害
の
状
況
 

 
 

 

身
体
的
な
特
性
・
能
力
 

 
 

 

性
質
・
性
格
 

 
 

 

そ
の
他
 
 

 
 

 

家庭生活
 

家
庭
状
況
 

 
 

 

婚
姻
歴
 

 
 

 

親
族
関
係
 

 
 

 

居
住
状
況
 

 
 

 

そ
の
他
 
 

 
 

 

社会生活
 

職
業
・
職
歴
 

 
 

 

学
業
・
学
歴
 

 
 

 

資
格
・
免
許
 

 
 

 

賞
 
罰
 

 
 

 

そ
の
他
 
 

 
 

 

資産
 

・
 

収入
 

資
産
状
況
 

 
 

 

 
収
入
状
況
 

 
 

 
 

 
納
税
状
況
 

 
 

 
 

 
公
的
扶
助
 

 
 

 
 

 
取
引
状
況
 

 
 

 
 

 
思
想
・
信
条
等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

「 
 

 
 

      

 基
 

本
 

的
 

事
 

項
 

識
別
番
号
等
 

 
 

 

 

 
個
人
番
号
 

 
 

 

氏
 
名
 

 
 

 

性
 
別
 

 
 

 

生
年
月
日
・
年
齢
 

 
 

 

住
 
所
 

 
 

 

電
話
番
号
 

 
 

 

本
籍
・
国
籍
 

 
 

 



 

(4) 
 個
  

人
  

情
  

報
  

記
  

録
  

項
  

目
  

そ
の
他
 
 

 
 

 

心身の状況
 

健
康
状
態
・
病
歴
 

 
 

 

障
害
の
状
況
 

 
 

 

身
体
的
な
特
性
・
能
力
 

 
 

 

性
質
・
性
格
 

 
 

 

そ
の
他
 
 

 
 

 

家庭生活
 

家
庭
状
況
 

 
 

 

婚
姻
歴
 

 
 

 

親
族
関
係
 

 
 

 

居
住
状
況
 

 
 

 

そ
の
他
 
 

 
 

 

社会生活
 

職
業
・
職
歴
 

 
 

 

学
業
・
学
歴
 

 
 

 

資
格
・
免
許
 

 
 

 

賞
 
罰
 

 
 

 

そ
の
他
 
 

 
 

 

資産
 

・
 

収入
 

資
産
状
況
 

 
 

 

 
収
入
状
況
 

 
 

 
 

 
納
税
状
況
 

 
 

 
 

 
公
的
扶
助
 

 
 

 
 

 
取
引
状
況
 

 
 

 
 

 
 

思
想
・
信
条
等
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「  
 

請
求

者
の

区
分
 

□
 
本
 
人
 
 
 
 
 
□
 
本
人
の
法
定
代
理
人
 

」 
 

 を 「  
 

請
求

者
の

区
分
 

□
 
本
 
人
 
 
 
 
 
□
 
本
人
の
法
定
代
理
人
 

□
 
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
任
意
代
理
人
）
 

」 
 

 に
、 

「  
 

希
望
す
る
開
示
の
実
施
方
法
 

□
 
閲
 
覧
 
 
 
 
 
□
 
写
し
の
交
付
 

  
」 

 
 注

 
請
求
の
際
は
、
請
求
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
（
運
転
免
許
証
等
）
の
提
示
又
は
提
出
が
必
要
 

で
す
。
 

を 「  
 

希
望
す
る
開
示
の
実
施
方
法
 

□
 
閲
 
覧
 

□
 
写
し
の
交
付
（
□
 
窓
口
 
 
□
 
郵
送
）
 

  

」 

 
 注

１
 
請
求
の
際
は
、
請
求
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
（
運
転
免
許
証
等
）
の
提
示
又
は
提
出
が
必

要
で
す
。
 

注
２
 
任
意
代
理
人
が
請
求
で
き
る
の
は
、
保
有
特
定
個
人
情
報
に
限
ら
れ
ま
す
。
 

に
、「

法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
次
の
」

を「
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
次
の
」

に
、 

「  
 

 

□
未
成
年
者
（
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
）
 
 
□
成
年
被
後
見
人
 

」 

を 
 

 
 

 
 

 

「  
 

 

□
未
成
年
者
（
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
）
 
 
□
成
年
被
後
見
人
 

※
 
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

」 

に
、 

 
 

 
 

「 
 

 
 

注
 
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
法
定
代
理
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
の
ほ
か
、
そ
の
資
格

 
 



を
証
明
す
る
書
類
（
戸
籍
謄
本
等
）
の
提
示
又
は
提
出
が
必
要
で
す
。
 

」 
 

 
 

を 「 
 

 
 

注
 
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
代
理
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
の
ほ
か
、
そ
の
資
格
を
証
明
す

る
書
類
（
法
定
代
理
人
…
戸
籍
謄
本
等
、
任
意
代
理
人
…
本
人
の
押
印
の
あ
る
委
任
状
、
印
鑑
登
録
証
明

書
等
）
の
提
示
又
は
提
出
が
必
要
で
す
。
 

」 

 

 
 

 

に
、 

「  
 

本
人

等
確

認
書

類
 

□
運
転
免
許
証
 
 
 
□
旅
券
 
 
 
□
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

」 

法
定

代
理

人
の

 

資
格

確
認

書
類

 

□
戸
籍
謄
本
 
 
 
 
□
登
記
事
項
証
明
書
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 
 を 「  

 

本
人

等
確

認
書

類
 

□
運
転
免
許
証
 
 
 
□
旅
券
 
 
 
□
個
人
番
号
カ
ー
ド
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

     

」 

法
定

代
理

人
の

 

資
格

確
認

書
類

 

□
戸
籍
謄
本
        □

登
記
事
項
証
明
書
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

任
意

代
理

人
の

 

資
格

確
認

書
類

 

□
委
任
状
          □

本
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書
 
 
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 
 に

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
四
号
中 

「  
 

□
 
本
 
人
 
 
 
 
 
□
 
本
人
の
法
定
代
理
人
 

」 

を 
 

 
 

「  
 

□
 
本
 
人
 
 
 
 
 
□
 
本
人
の
法
定
代
理
人
 

□
 
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
任
意
代
理
人
）
 

」 

に
、 

 
 

 

「 
 

 
 

注
 
請
求
の
際
は
、
請
求
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
（
運
転
免
許
証
等
）
の
提
示
又
は
提
出
が
必
要
 

で
す
。
 

」 

 

 
 

 

を 「 
 

 
 

注
１
 
請
求
の
際
は
、
請
求
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
（
運
転
免
許
証
等
）
の
提
示
又
は
提
出
が
必

要
で
す
。
 

注
２
 
任
意
代
理
人
が
請
求
で
き
る
の
は
、
保
有
特
定
個
人
情
報
に
限
ら
れ
ま
す
。
 

」 

 

 
 

 

に
、「

法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
次
の
」

を「
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
次
の
」

に
、 

「  
 

 

□
未
成
年
者
（
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
）
 
 
□
成
年
被
後
見
人
 

」 

を 
 

 
 

 
 

 

「  
 

 

□
未
成
年
者
（
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
）
 
 
□
成
年
被
後
見
人
 

※
 
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

」 

に
、 

 
 

 

「 
 

 
 

注
 
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
法
定
代
理
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
の
ほ
か
、
そ
の
資
格

を
証
明
す
る
書
類
（
戸
籍
謄
本
等
）
の
提
示
又
は
提
出
が
必
要
で
す
。
 

」 

 

 
 

 

を 



 
「 

 
 

 
注
 
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
代
理
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
の
ほ
か
、
そ
の
資
格
を
証
明
す

る
書
類
（
法
定
代
理
人
…
戸
籍
謄
本
等
、
任
意
代
理
人
…
本
人
の
押
印
の
あ
る
委
任
状
、
印
鑑
登
録
証
明

書
等
）
の
提
示
又
は
提
出
が
必
要
で
す
。
 

」 

 

 
 

 

に
、 

「  
 

本
人

等
確

認
書

類
 

□
運
転
免
許
証
 
 
 
□
旅
券
 
 
 
□
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

」 

法
定

代
理

人
の

 

資
格

確
認

書
類

 

□
戸
籍
謄
本
 
 
 
 
□
登
記
事
項
証
明
書
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 
 を 「  

 

本
人

等
確

認
書

類
 

□
運
転
免
許
証
 
 
 
□
旅
券
 
 
 
□
個
人
番
号
カ
ー
ド
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
）
 

     

」 

法
定

代
理

人
の

 

資
格

確
認

書
類

 

□
戸
籍
謄
本
        □

登
記
事
項
証
明
書
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

任
意

代
理

人
の

 

資
格

確
認

書
類

 

□
委
任
状
          □

本
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書
 
 
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 
 に

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
十
号
中
「第

26
条
」

を「
第

26
条
第

1
項
」

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を

加
え
る
。 



様式第20号の２（第12条関係） 

情報提供等記録訂正実施通知書 
 

第     号 

平成  年  月  日 

 

                殿 

 

          広 島 県 議 会 議 長  印 

 

 保有している情報提供等記録について、次のとおり訂正を実施しましたので、広島県議会

個人情報保護条例第26条第２項の規定により通知します。 
 

情報提供等記録の内容 

 

 

 

 

訂 正 の 内 容            

 

   

 

訂正を実施した年月日            

 

  平成   年   月   日 

   

担 当 部 署            

 

 

 

   電話（     ）    －       

備        考             

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４とする。 



  
別
記
様
式
第
二
十
一
号
中 

「  
 

□
 
本
 
人
 
 
 
 
 
□
 
本
人
の
法
定
代
理
人
 

」 

を 
 

 
 

「  
 

□
 
本
 
人
 
 
 
 
 
□
 
本
人
の
法
定
代
理
人
 

□
 
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
任
意
代
理
人
）
 

」 

に
、 

 
 

 

「 
 

 
 

注
 
請
求
の
際
は
、
請
求
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
（
運
転
免
許
証
等
）
の
提
示
又
は
提
出
が
必
要
 

で
す
。
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
次
の
欄
に
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

」 

 

 
 

 

を 「 
 

 
 

注
１
 
請
求
の
際
は
、
請
求
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
（
運
転
免
許
証
等
）
の
提
示
又
は
提
出
が
必

要
で
す
。
 

注
２
 
任
意
代
理
人
が
請
求
で
き
る
の
は
、
保
有
特
定
個
人
情
報
に
限
ら
れ
ま
す
。
代
理
人
が
請
求
す
る
場

合
は
、
次
の
欄
に
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

」 

 

 
 

 

に
、 

「  
 

 

□
未
成
年
者
（
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
）
   

□
成
年
被
後
見
人
 

」 
を 

 
 

 
 

 
 

「  
 

 

□
未
成
年
者
（
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
）
 
 
□
成
年
被
後
見
人
 

※
 
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

」 

に
、 

 
 

 

「 
 

 
 

注
 
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
法
定
代
理
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
の
ほ
か
、
そ
の
資
格

を
証
明
す
る
書
類
（
戸
籍
謄
本
等
）
の
提
示
又
は
提
出
が
必
要
で
す
。
 

」 

 

 
 

 

を 「 
 

 
 

注
 
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、
代
理
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
の
ほ
か
、
そ
の
資
格
を
証
明
す

る
書
類
（
法
定
代
理
人
…
戸
籍
謄
本
等
、
任
意
代
理
人
…
本
人
の
押
印
の
あ
る
委
任
状
、
印
鑑
登
録
証
明

書
等
）
の
提
示
又
は
提
出
が
必
要
で
す
。
 

」 

 

 
 

 

に
、 

「  
 

本
人

等
確

認
書

類
 

□
運
転
免
許
証
 
 
 
□
旅
券
 
 
 
□
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

」 

法
定

代
理

人
の

 

資
格

確
認

書
類

 

□
戸
籍
謄
本
 
 
 
 
□
登
記
事
項
証
明
書
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 
 を 「  

 

本
人

等
確

認
書

類
 

□
運
転
免
許
証
 
 
 
□
旅
券
 
 
 
□
個
人
番
号
カ
ー
ド
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
）
 

     

」 

法
定

代
理

人
の

 

資
格

確
認

書
類

 

□
戸
籍
謄
本
        □

登
記
事
項
証
明
書
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

任
意

代
理

人
の

 

資
格

確
認

書
類

 

□
委
任
状
          □

本
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書
 
 
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 
 に
改
め
る
。 



附 

則 

 
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
条

に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
別
記
様
式
第
二
十
号
の
改
正
規
定
及
び
同
様
式
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る

改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。 

 


